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仲裁委員会（Arbitration Committee）について 

 
仲裁委員会は、国際法曹協会（International Bar Association）法律実務部門

（Legal Practice Division）における国境を越えた紛争の仲裁に関する法、法律実

務及び手続にフォーカスした委員会として設立され、現在は90カ国以上からの

2300人以上のメンバーを有し、会員は着実に増加している。 

 

本委員会は、出版や会議を通じて国際仲裁に関する情報を共有し、それらの活

用を促進し実効性を高めることを目指してきた。本委員会は、常任小委員会に

加えて、適宜、タスクフォースを組んで特定の論点に取り組んでいる。本規則

［翻訳者註：原文は「本改正規則」］の公表時点においては、本委員会は4つの

小委員会、すなわち、証拠規則小委員会、投資協定仲裁小委員会、利益相反小

委員会及び仲裁判断承認執行小委員会を有しており、2つのタスクフォース、

すなわち、仲裁における弁護士倫理タスクフォース及び仲裁合意タスクフォー

スを有している。 
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序文 

 
「IBA国際仲裁証拠調べ規則（IBA証拠規則）（IBA Rules on the Taking of Evidence 

in International Arbitration）」は、「IBA国際商事仲裁証拠調べ規則」（IBA Rules 

on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration）の改正版であり、

i頁からii頁［翻訳者註：頁数は原文のもの。］に掲載されたメンバーからなる

仲裁委員会作業部会により作成されたものである。 

 

IBAが本規則を公表するのは、国際仲裁において当事者及び仲裁人にとって効

率的、経済的及び公正な証拠調べ手続の手助けとするためである。本規則は、

証拠調べ期日の手続と並んで、文書の提出、事実証人、専門家証人、検証及び

の仕組みを定めている。本規則は、国際仲裁に適用される仲裁機関規則、アド

ホック規則及びその他の規則・手続と併せて用いられ、組み合わせて適用され

ることを意図している。IBA証拠規則は、多くの法大系で用いられるような手

続を反映しており、特に当事者が異なる法律文化圏の出身であるときに有用で

ある。 

 

1999年の公表時から、「IBA国際商事仲裁証拠調べ規則」は、国際仲裁実務界で

広く受け容れられてきた。2008年、当時仲裁委員会の共同委員長であったSally 

Harpole 女史及びPierre Bienvenu氏が発起人となり、レビュー作業が開始された。

本規則［翻訳者註：原文は「改正IBA証拠規則」］は、1999年作業部会の支援を

得てIBA証拠規則レビュー小委員会により練り上げられた。本規則［翻訳者

註：原文は「改正規則」］は、「IBA国際商事仲裁証拠調べ規則」に替わるもの

であるが、そもそも「IBA国際商事仲裁証拠調べ規則」は、1983年に公表され

た「IBA国際商事仲裁の証拠提出採否のための補充規則（IBA Supplementary 

Rules Governing the Presentation of Evidence in International Commercial Arbitration）」

に替わるものであった。 

 

当事者は、仲裁条項においてIBA証拠規則を採用しようと考えるならば、条項

中に選択肢のうちの1つを選びつつ、下記の文言を追加することが推奨される。 

「当事者は、（当事者が選択する仲裁機関規則、アドホック規則又はその他の規

則に加えて、）仲裁手続が（本合意／仲裁手続の開始）日において最新のIBA証

拠規則に従って行われることに合意する。」 

 

さらに、当事者及び仲裁廷は、IBA証拠規則の全部又は一部を、仲裁手続の開

始時又はその後の時点においても、採用することができる。仲裁手続の進展に

応じてIBA証拠規則を変更して使用し、又はガイドラインとして使用すること

もできる。 

 

IBA証拠規則は、2010年5月29日、IBA理事会決議により承認された。IBA証拠

規則は英語で書かれているが、その他の言語への翻訳が計画されている。IBA

証拠規則はIBAに注文すれば入手できるほか、以下のウェブサイトからダウン
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ロードすることができる。http://tinyurl.com/iba-Arbitration-Guidlines. 

 

2010年5月29日 

仲裁委員会共同委員長 

Guido S Tawil 

 Judith Gill, QC 

  

http://tinyurl.com/iba-Arbitration-Guidlines
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規則本文 

 
前文 

 

1. 「IBA国際仲裁証拠調べ規則」は、国際仲裁、特に異なる法伝統を有する

当事者間の国際仲裁における証拠調べにおいて、効率的、経済的及び公正

な手続を示すことを目的としている。本規則は、仲裁手続に適用される法

令及び仲裁機関規則、アドホック規則又はその他の規則を補うものとして

考えられた。 

 

2. 当事者及び仲裁廷は、IBA証拠規則を仲裁手続に適用するべく、その全部

又は一部を採用し、又は仲裁手続の進展に応じてIBA証拠規則を変更して

使用し若しくはガイドラインとして使用することもできる。本規則は、本

来有しており、かつ、国際仲裁の長所でもあるところの柔軟性を制限する

ものではなく、当事者及び仲裁廷は、各仲裁手続の特定の状況に合わせて

本規則を自由に適合させればよい。 

 

3. 証拠調べは、各当事者が信義に従い誠実に行為すること、及び証拠調べ期

日又は事実若しくは内容に関する決定に先だって他の当事者が依拠すると

ころの証拠について知る権利があることを原則として、行われなければな

らない。 

 

 

定義 

 

IBA証拠規則において： 

 

「仲裁廷」とは、単独の仲裁人又は複数の仲裁人の合議体をいう。 

 

「申立人」とは、仲裁を申し立てた当事者及び併合（joinder）その他の方法を通

じて当該当事者と共同する者をいう。 

 

「文書」とは、紙媒体又は電子的方法、聴覚的方法、視覚的方法若しくはその他

の方法のいずれの方法により記録又は保存されているかを問わず、あらゆる種

類の書面、通信、画像、描写、プログラム又はデータをいう。 

 

「証拠調べ期日」とは、連続して開かれるか否かを問わず、現実の出席、電話会

議、ビデオ会議又はその他の手段により、仲裁廷が口頭その他による方法によ

る証拠の提出を受ける審問期日（hearing）をいう。 

 

「専門家意見書」とは、仲裁廷選定専門家証人又は当事者選定専門家証人による

書面による意見をいう。 
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「一般規則」とは、当該仲裁手続に対し適用される仲裁機関規則、アドホック規

則又はその他の規則をいう。 

 

「IBA証拠規則」又は「本規則」とは、IBA国際仲裁証拠調べ規則をいい、随時な

されうる改正又は修正を含む。 

 

「当事者」とは、仲裁手続の当事者をいう。 

 

「当事者選定専門家証人」とは、当事者の設定した特定の事項について報告する

ために、当事者により選定された者又は団体をいう。 

 

「リモート審問期日（remote hearing）」とは、審問期日の全部またはその一部に

ついて、もしくは特定の参加者についてのみ、電話会議、ビデオ会議、又はそ

の他の通信技術を用いて行われる期日で、複数の場所にいる参加者が同時に参

加するものをいう。 

 

「文書提出要求（Request to Produce）」とは、他の当事者に対し文書の提出を求め

る、当事者が行う書面による要求をいう。 

 

「被申立人」とは、申立人の請求の相手方となっている当事者及び併合（joinder）

その他の方法を通じて当該当事者と共同する者をいい、反対請求を申し立てた

被申立人を含む。 

 

「仲裁廷選定専門家証人」とは、仲裁廷の設定した特定の事項について報告する

ために、仲裁廷により選定された者又は団体をいう。 

 

「証人陳述書」とは、事実証人による証言を記載した書面をいう。 

 

 

第1条 適用範囲 

 

1. 当事者がIBA証拠規則を適用することに合意したとき、又は仲裁廷が決定

したときは、本規則が証拠調べに適用される。ただし、本規則のいずれか

の条項が、両当事者及び仲裁廷により当該仲裁事件に適用されるものとさ

れた法令の強行規定に抵触すると判断されるおそれのあるときを除く。 

 

2. 当事者がIBA証拠規則の全部またはその一部を適用することに合意したと

きは、異なる表示（contrary indication）がなされていない限り、当事者は、

合意をした時点において最新版の本規則を適用することに合意したものと

みなされる。 

 

3. IBA証拠規則と一般規則とが抵触するときは、当事者が異なる合意をしな

い限り、仲裁廷は、一般規則及びIBA証拠規則双方の目的を可能な限り達

成するため最も適切と考える方法により、IBA証拠規則を適用しなければ
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ならない。 

 

4. IBA証拠規則の意味内容に関して疑義（dispute）が生じたとき、仲裁廷は、

本規則を本規則の目的に照らし及び当該仲裁事件にとって最も適切に解釈

しなければならない。 

 

5. IBA証拠規則にも一般規則にも規定がなく、当事者間にも別段の合意がな

い事項については、仲裁廷は、IBA証拠規則の一般原則に従い、適切と考

えられる方法により証拠調べを行うことができる。 

 

 

第2条 証拠調べに関する事項についての協議 

 

1. 仲裁廷は、効率的、経済的及び公正な証拠調べ手続について合意するため

に、手続中できる限り速やかにかつ適切な時期に当事者と協議し、また当

事者相互の協議を促さ（invite）なければならない。 

 

2. 証拠調べに関する事項の協議は、証拠調べの範囲、時期及び方法を対象と

することができ、適用が可能な限り以下の事項を含むものとする。 

（a） 証人陳述書及び専門家意見書の準備及び提出 

（b） 証拠調べ期日における証人尋問 

（c） 文書の提出について適用される要件、手続及び形式 

（d） 仲裁における証拠に対し与えられる秘密保護の程度 

（e） サイバーセキュリティ及びデータ保護に関する事項の取扱い 

（f） 証拠調べに関連する効率性、経済性及び資源保護（conservation of 

resources）の促進 

 

3. 仲裁廷は、適当と判断する限り速やかに、当事者に対し、以下の事項を明

示する（identify）ことが奨励される。 

（a） 仲裁廷が、当該仲裁事件と関連性を有しており、かつ当該仲裁事件の結

果にとって重要であるとみなす可能性のある事項、及び／又は 

（b） 当該事項について中間的判断を行うことが適当であるとされる可能性の

ある事項 

 

 

第3条 文書 

 

1. 各当事者は、仲裁廷が定めた期間内に、仲裁廷及び他の当事者に対し、既

に他の当事者から提出されているものを除き、公文書及び公知文書を含む、

自らが依拠する入手可能な全ての文書を提出しなければならない。 

 

2. いかなる当事者も、仲裁廷が定めた期間内に、仲裁廷及び他の当事者の双

方に対し、文書提出要求を提出（submit）することができる。 
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3. 文書提出要求には、以下の事項を含むものとする。 

（a）（i）特定可能な程度の各文書の表示、又は 

（ii）存在することが合理的に認められる対象文書の十分に限定かつ特定

されたカテゴリーの表示（文書の趣旨（subject matter）等）。ただし、

対象文書が電子的形式で保存されているときは、文書提出要求を行

った当事者は、特定のファイル名、検索条件、個人名、又は効率的

かつ経済的に対象文書を検索するための他の方法により特定するこ

とができ、また、仲裁廷は同様の特定を命じることができる。 

（b）対象文書が、どのように当該仲裁事件と関連性を有しており、かつ当該

仲裁事件の結果にとって重要であるのかについての記述、並びに 

（c）（i）文書提出要求を行った当事者が対象文書を所持、管理若しくは支配 

  していない旨の記述、又は文書提出要求を行った当事者が対象文書

を提出する場合に当該当事者にとって不合理な負担となる理由の記

述、及び 

（ii）文書提出要求を行った当事者において他の当事者が対象文書を所持、

管理又は支配していると信じる理由の記述 

 

4. 文書提出要求を受けた当事者は、仲裁廷が定めた期間内に、他の当事者に

対し、さらに仲裁廷の命令があれば仲裁廷に対し、自ら所持、管理又は支

配する全ての対象文書のうち異議のないものを提出しなければならない。 

 

5. 文書提出要求を受けた当事者は、対象文書の全部又は一部につき異議があ

るときは、仲裁廷が定めた期間内に、仲裁廷及び他の当事者に対し、書面

により異議を述べなければならない。当該異議の事由は、第9.2条又は第

9.3条に規定する事由又は第3.3条の要件の不充足のいずれかとする。仲裁

廷が指示した場合には、文書提出要求を提出した当事者は、仲裁廷が定め

た期間内に、当該異議に対して見解を述べることができる。 

 

6. 仲裁廷は、当事者から異議の申立て及び異議に対する見解の提出があった

ときは、関連当事者に対し、当該異議を解決することを目的として協議す

るよう促す（invite）ことができる。 

 

7. いずれの当事者も、仲裁廷が定めた期間内に、仲裁廷に対し、異議に対す

る判断を求めることができる。その場合、仲裁廷は、適時に、文書提出要

求、異議、及び異議に対する見解について検討しなければならない。仲裁

廷は、文書提出要求を受けた当事者に対し、当該当事者が所持、管理又は

支配しているあらゆる対象文書のうち、（i）文書提出要求を行った当事者

が立証しようとする事項が当該仲裁事件と関連性を有しており、かつ当該

仲裁事件の結果にとって重要であり、 

（ii）第9.2条又は第9.3条に規定するいかなる異議事由も適用されず、かつ

（iii）第3.3条に規定する要件が充足されていると判断したものについて、

提出を命ずることができる。提出命令の対象となった全ての文書は、他の

当事者に対し、さらに仲裁廷の命令があれば仲裁廷に対し、提出（produce）



16  

されなければならない。 

 

8. 文書を検討しなければ異議の正当性（propriety）を判断できないときは、

例外的に、仲裁廷は、当該文書を仲裁廷自身によっては検討しないものと

することができる。その場合、仲裁廷は、当事者と協議のうえ、独立かつ

公平な専門家を選任することができる。当該専門家は、秘密保持義務を負

い、当該文書を検討し、かつ当該異議について報告する義務を負う。仲裁

廷が当該異議を認めるときは、当該専門家は、仲裁廷及び他の当事者に対

し、検討した文書の内容を開示してはならない。 

 

9. 当事者が、仲裁手続の当事者以外の者又は団体から文書の提出を受けるこ

とを希望し、かつ、自ら当該当事者以外の者又は団体から当該文書を取得

することができないときは、当該当事者は、仲裁廷が定めた期間内に、仲

裁廷に対し、当該文書を取得するために法令上可能なあらゆる措置を講じ

るよう申し立て（ask）、又は当事者自らが同様の措置を講じるための許可

を申し立てる（seek leave）ことができる。当該申立て（request）は、仲裁

廷及び他の当事者に対し書面により提出されなければならず、当該申立て

には、第3.3条に定める事項を含まなければならない。仲裁廷は、当該申立

て（request）について判断しなければならず、仲裁廷は、（i）当該文書が

当該仲裁事件と関連性を有しており、かつ当該仲裁事件の結果にとって重

要であり、（ii）第3.3条が定める要件を充足し、かつ（iii）第9.2条又は第

9.3条に定めるいかなる異議事由も適用されない、と自らの裁量により判断

するときは、仲裁廷が自ら適切と考える措置を講じ、当該申立てを行った

当事者が同様の措置を講じることを許可し、又はその他の当事者に対し同

様の措置を講じるよう命じなければならない。 

 

10. 仲裁廷は、仲裁手続が終了するまでの間いつでも、（i）当事者に対し、文

書の提出を求め、（ii）当事者に対し、どのような者又は団体からであるか

を問わず、文書を取得するため仲裁廷が適切と考える措置を講じるため最

善の努力を尽くすよう求め、又は（iii）仲裁廷自ら同様の措置を講じるこ

とができる。いずれの当事者も、第9.2条又は第9.3条に定める事由に基づ

き、当該要請に対し異議を申し立てることができる。その場合、第3.4条乃

至第3.8条の規定がそれぞれ適用されるものとする。 

 

11. 当事者は、仲裁廷が定めた期間内に、仲裁廷及び他の当事者に対し、提出

された文書、証人陳述書若しくは専門家意見書、又は当事者によるその他

の提出物において争点があらわれた結果として、当該当事者が依拠しよう

とすることになった文書又は、当該仲裁事件と関連性を有しており、かつ

当該仲裁事件の結果にとって重要となったと信じる文書を、追加的に提出

することができる。 

 

12. 当事者間に別段の合意があるとき、又は合意がない場合で仲裁廷が別段の

決定をした場合を除き、文書の提出（submission or production of Documents
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）の形式に関して： 

（a） 文書の写しは、原本と同一でなければならず、仲裁廷の要求があれば、

検証のため原本を提示しなければならない。 

（b） 当事者により電子的形式で保存されている文書は、当該当事者にとって

最も簡便又は経済的で、かつ文書の受領者にとって合理的に利用可能な

形式で提出されなければならない。 

（c） 当事者は、本質的に内容が同一である文書の写しを複数提出することを

要しない。 

（d） 文書提出要求に応じて提出される文書は翻訳を要しない。 

（e） 仲裁言語以外の言語を使用する文書が仲裁廷に提出されるときは、翻訳

であることが表示された翻訳文を添付しなければならない。 

 

13. 仲裁廷及びその他の当事者は、仲裁手続において提出されたいかなる文書

についても、自主的に提出されたか文書提出要求に基づき提出されたか、

仲裁手続の当事者により提出されたか非当事者により提出されたかを問わ

ず、それが公知文書に該当しない限り秘密を保持しなければならず、かつ、

当該文書は、仲裁手続に関してのみ用いられるものとする。この義務

（requirement）は、開示が、当事者による法令上の義務の履行、法的権利

の防御若しくは行使、又は裁判所若しくはその他の司法機関による濫用目

的でない法的手続に基づく仲裁判断の執行若しくはこれに対する不服申立

をするために要求されるときを除き、適用される。仲裁廷は、秘密保持に

関する条件を定めた命令を出すことができる。本項の義務は、仲裁手続に

おけるその他の全ての秘密保持義務を何ら制限するものではない。 

 

14. 仲裁手続が争点又は段階（管轄、中間的判断、責任又は損害等）ごとに行

われる場合、仲裁廷は、当事者と協議のうえ、文書の提出及び文書提出要

求を、争点又は段階ごとに行うよう計画することができる。 

 

 

第4条 事実証人 

 

1. 各当事者は、仲裁廷が定めた期間内に、その証言に依拠しようとする証人

及び証言を求める事項（subject matter）を特定しなければならない。 

 

2. 当事者又は当事者の役員、従業員その他代理人を含むいかなる者も、証人

として証言することができる。 

 

3. 当事者、当事者の役員、従業員、法律顧問その他代理人が、当該当事者の

証人又は証人となりうる者と面談し、当該証人らの将来の証言内容につき

議論することは、不適切とされてはならない。 

 

4. 仲裁廷は、第4.9条又は第4.10条に従って証言を求められる証人の場合を除

き、各当事者に対し、指定された期間内に、当事者がその証言に依拠しよ

うとしている各証人の証人陳述書を、仲裁廷及び相手方当事者に対し提出
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するよう命ずることができる。証拠調べ期日が争点又は段階（管轄、中間

的判断、責任又は損害等）ごとに開催される場合、仲裁廷又は合意がある

場合の当事者は、各争点又は段階に分けて証人陳述書を提出する計画を立

てることができる。 

 

5. 各証人陳述書は、以下の事項を含むものとする。 

（a） 証人の氏名及び住所、証人と全ての当事者との間の現在又は過去の関係

（もしあれば）に関する記述、並びに当該紛争又は陳述内容に関連性を

有するときは証人の経歴、資格、教育及び経験に関する記載 

（b） 事実の全部かつ詳細な記載、及び当該事実に関する証人の情報源で、争

いの対象となっている事項について当該証人が証拠とするに足りる程度

のもの。証人が依拠した文書で未提出のものは提出されなければならな

い。 

（c） 証人陳述書の原文で用いられた言語及び当該証人が証拠調べ期日におい

て証言する際に使用する予定の言語の記述 

（d） 証人陳述書の内容が真実であることの確約（affirmation） 

（e） 証人の署名並びにその日時及び場所 

 

6. 証人陳述書が提出されたときは、いずれの当事者も、仲裁廷が定めた期間

内に、仲裁廷及び他の当事者に対し、証人陳述書の改訂版又は追加の証人

陳述書を提出することができる。これには、証人として従前指名されてい

なかった者による証人陳述書も含むが、以下の改訂又は追加に限る。 

（a） 仲裁手続において従前提出されていなかった他の当事者の提出する証人

陳述書、専門家意見書又はその他の提出物に含まれた事項に対応するも

の、又は 

（b） 従前の証人陳述書で主張することができなかった新しい事実関係。 

 

7. 第8.1条に基づく出席を求められた証人が正当な理由なく証拠調べ期日に証

言のための出席をしなかった場合、仲裁廷は、仲裁廷が例外的に別段の判

断をするときを除き、当該証人による当該証拠調べ期日に関連する証人陳

述書を考慮してはならない。 

 

8. 第8.1条に基づく証人の出席が求められていないときは、他の当事者は当該

証人の証人陳述書の内容の正確性について同意したとはみなされない。 

 

9. 当事者が、自らの要請によっては任意に出席する見込みのない者の証言を

得ようとするときは、仲裁廷が定めた期間内に、仲裁廷に対し、当該証人

から必要な証言を得るために法令上可能なあらゆる措置を講じるよう申し

立て（ask）、又は当事者自らが同様の措置を講じるための許可を申し立て

る（seek leave）ことができる。当該申立て（request）には、対象とする証

人を特定し、当該証人に証言を求める事項を表示し、当該事項が当該仲裁

事件と関連性を有しており、かつ当該仲裁事件の結果にとって重要である

理由を明らかにしなければならない。仲裁廷は、当該申立て（request）に
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ついて判断しなければならず、仲裁廷は、当該証人の証言が当該仲裁事件

と関連性を有しており、かつ当該仲裁事件の結果にとって重要である、と

自らの裁量により判断するときは、仲裁廷が自ら適当と考える措置を講じ、

当該申立てを行った当事者が同様の措置を講じることを許可し、又はその

他の当事者に対し同様の措置を講じるよう命じなければならない。 

 

10. 仲裁廷は、仲裁事件が終了するまではいつでも、当事者に対し、証拠調べ

期日における証言のために証人（まだ証言していない者も含む）を出席さ

せること又は出席させるために最善の努力をするようを命ずる（order）こ

とができる。いずれの当事者も、第9.2条又は第9.3条に定められた理由に

基づき異議を申し立てることができる。 

 

 

第5条 当事者選定専門家証人 

 

1. 当事者は、特定の事項に関する立証の手段として、当事者選定専門家証人

に依拠することができる。仲裁廷が定めた期間内に、（i）各当事者は、そ

の証言に依拠しようとしている当事者選定専門家証人を特定して、その証

言を求める事項（subject matter）を明らかにし、（ii）当事者選定専門家証

人は、専門家意見書を提出しなければならない。 

 

2. 専門家意見書には、以下の事項を含むものとする。 

（a） 当事者選定専門家証人の氏名及び住所、当事者、当事者の法律顧問及び

仲裁廷との間の現在及び過去における関係（もしあれば）に関する記述、

並びに当事者選定専門家証人の経歴、資格、教育及び経験に関する記載 

（b） 当事者選定専門家証人が提供する意見及び結論を述べるにあたり従った

依頼事項（instruction）についての記載 

（c） 当事者選定専門家証人が、当事者、当事者の法律顧問及び仲裁廷から独

立している旨の表明 

（d） 当事者選定専門家証人が専門家意見及び結論の根拠とした事実について

の記述 

（e） 当事者選定専門家証人の専門家意見及び結論。結論に至るために用いた

手法、証拠及び情報の記載を含み、当事者選定専門家証人が依拠する文

書で未提出のものがあれば、これを提出しなければならない。 

（f） 専門家意見書が翻訳されているときは、原文で用いられた言語及び当事

者選定専門家証人が証拠調べ期日において証言する際に使用する予定の

言語の記述 

（g） 専門家意見書で表明した意見が、真に自己の意見である旨の当事者選定

専門家証人の確約（affirmation） 

（h） 当事者選定専門家証人の署名並びにその日時及び場所 

（i） 専門家意見書に複数の署名がなされているときは、専門家意見書の全部

又は一部についての各作成者の担当部分の特定 
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3. 専門家意見書が提出されたときは、いずれの当事者も、仲裁廷が定めた期

間内に、仲裁廷及び他の当事者に対し、専門家意見書の改訂版又は追加の

専門家意見書を提出することができるが、以下の事項に対応する改訂又は

追加に限る。 

（a） 仲裁手続において従前提出されていなかった他の当事者の提出する証人

陳述書、専門家意見書又はその他の提出物に含まれた事項 

（b） 従前の専門家意見書において主張することができなかった新しい出来事 

 

4. 仲裁廷は、自らの裁量により、同一又は関連した争点について専門家意見

書を提出する予定の又は既に提出した当事者選定専門家証人らに対し、当

該争点に関する面会協議（meet and confer）を命ずることができる。当事者

選定専門家証人らは、協議において、専門家意見書の範囲内における争点

について合意に達するよう努力し、合意に達した争点、意見が一致しなか

った残りの部分及びその理由について書面に記録するものとする。 

 

5. 第8.1条に基づく出席を求められた当事者選定専門家証人が、正当な理由な

く証拠調べ期日に証言のための出席をしなかった場合は、仲裁廷は、仲裁

廷が例外的に別段の判断をするときを除き、当該証拠調べ期日に関連する

当該当事者選定専門家証人による専門家意見書を考慮してはならない。 

 

6. 第8.1条に基づく当事者選定専門家証人の出席が求められていないときは、

他の当事者が専門家意見書の内容の正確性について同意したとはみなされ

ない。 

 

 

第6条 仲裁廷選定専門家証人 

 

1. 仲裁廷は、当事者と協議のうえ、仲裁廷が指定した特定の事項について報

告させるため、一人又は複数の独立した専門家証人を選定することができ

る。仲裁廷は、仲裁廷選定専門家証人意見書へのための付託事項（terms of 

reference）を、当事者との協議のうえ定めなければならない。付託事項の

最終版の写しは、仲裁廷が当事者に対し送付する。 

 

2. 仲裁廷選定専門家証人は、就任を受諾する前に、仲裁廷及び当事者に対し、

自己の資格に関する事項と、当事者、当事者の法律顧問及び仲裁廷から独

立している旨とを表明しなければならない。当事者は、仲裁廷が定めた期

間内に、仲裁廷選定専門家証人の資格及び独立性に関する異議の有無を仲

裁廷に通知しなければならない。仲裁廷は、異議を認めるか否かを速やか

に判断するものとする。仲裁廷選定専門家証人が選定された後に、専門家

証人の資格又は独立性について当事者が異議を申し立てることができるの

は、選定後に当事者が認識した事由によるときに限る。仲裁廷は、講ずべ

き措置があれば、速やかに決定しなければならない。 

 

3. 仲裁廷選定専門家証人は、第9.2条及び第9.3条の規定に基づき、当該仲裁
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事件と関連性を有しており、かつ当該仲裁事件の結果にとって重要である

限度において、当事者に対し、情報の提供、又は閲読／検証のために文書、

物品、サンプル、財物、機械、システム、プロセス若しくは現場へのアク

セスを求めることができる。 

当事者及びその代理人は、上記の情報を受領し、かつ上記の検証に参加す

る権限を有する。仲裁廷選定専門家証人と当事者との間で、かかる要求の

関連性、重要性又は妥当性について意見が一致しないときは、第3.5条乃至

第3.8条の規定に基づいて、仲裁廷がこれを決するものとする。仲裁廷選定

専門家証人は、適切な要求又は仲裁廷の決定に対し当事者が従わなかった

ときにはその旨を専門家意見書に記録し、それが特定の争点の判断に対し

与えた影響について記載しなければならない。 

 

4. 仲裁廷選定専門家証人は、仲裁廷に対し、専門家意見書で報告を行う。専

門家意見書は、以下の事項を含むものとする。 

（a） 仲裁廷選定専門家証人の氏名及び住所、並びに同人の経歴、資格、教育

及び経験の記載 

（b） 仲裁廷選定専門家証人が専門家意見及び結論の根拠とした事実について

の記述 

（c） 仲裁廷選定専門家証人の専門家意見及び結論。結論に至るために用いた

手法、証拠及び情報の記載を含み、仲裁廷選定専門家証人が依拠した文

書で未提出のものがあれば、これを提出しなければならない。 

（d） 専門家意見書が翻訳されているときは、原文で用いられた言語及び仲裁

廷選定専門家証人が証拠調べ期日において証言する際に使用する予定の

言語の記述 

（e） 専門家意見書で表明した意見が真に自己の意見である旨の仲裁廷選定専

門家証人による確約 

（f） 仲裁廷選定専門家証人の署名並びにその日時及び場所 

（g） 専門家意見書に複数の署名がなされているときは、専門家意見書の全部

又は一部について各作成者の担当部分の特定（attribution） 

 

5. 仲裁廷は、当事者に対し、専門家意見書の写しを送付しなければならない。

当事者は、仲裁廷選定専門家証人が調べた情報、文書、物品、サンプル、

財物、機械、システム、プロセス又は検証現場について、及び仲裁廷と仲

裁廷選定専門家証人間のやりとりについて、検討（examine）することがで

きる。当事者は、仲裁廷が定めた期間内に、当事者の提出物において、又

は証人陳述書若しくは当事者選定専門家証人による専門家意見書を通じて、

仲裁廷選定専門家意見書に対応／応答する機会を有する。仲裁廷は、上記

の提出物、証人陳述書又は専門家意見書を、仲裁廷選定専門家証人及び他

の当事者に対し送付しなければならない。 

 

6. 仲裁廷選定専門家証人は、当事者又は仲裁廷の要求に基づき、証拠調べ期

日に出席しなければならない。仲裁廷は、仲裁廷選定専門家証人に対し質

問をすることができる。仲裁選定専門家証人は、自己の専門家意見書、当
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事者の提出物若しくは証人陳述書、又は第6.5条に基づき作成された当事者

選定専門家証人による専門家意見書であらわれた事項に関し、当事者又は

当事者選定専門家証人から質問されることがある。 

 

7. 仲裁廷選定専門家証人が作成した専門家意見書及びその結論は、当該仲裁

事件の全ての事情を十分に勘案した上で、仲裁廷によって評価される。 

 

8. 仲裁廷が決定した方法により支給される仲裁廷選定専門家証人の報酬及び

経費は、仲裁費用の一部となる。 

 

 

第7条 検証 

 

仲裁廷は、第9.2条及び第9.3条の定めに従い当事者の申立て又は職権により

（on its own motion）、仲裁廷選定専門家証人若しくは当事者選定専門家証人に

対し、現場、財物、機械若しくはその他の物品、サンプル、システム、プロセ

ス又は文書について、仲裁廷が適切と考える方法で検証を行い、又は検証を行

うよう求めることができる。仲裁廷は、当事者と協議のうえ、検証の時期及び

段取り（arrangements）について決定する。当事者及びその代理人は、検証に立

ち会う権利を有する。 

 

 

第8条 証拠調べ期日 

 

1. 各当事者は、仲裁廷が定めた期間内に、仲裁廷及び他の当事者に対し、出

席を求める証人について通知しなければならない。各証人（本条において

は事実証人及び専門家証人が含まれる。）は、第8.3条に従い当事者又は仲

裁廷により出席を求められたときは、証言のために証拠調べ期日に出席し

なければならない。 

2. 仲裁廷は、当事者の申立て又は職権により、当事者との協議を経たうえで、

証拠調べ期日をリモート審問期日として行うことができる。かかる場合、

仲裁廷は当事者と協議し、リモート審問期日を、効率的に、公平に、かつ

可能な限り予期せぬ中断なくして行うためのプロトコル（protocol）を作成

する。プロトコルには以下の事項を含むことができる。 

（a） 使用される通信技術 

（b） 事前の通信技術テスト又は通信技術の使用方法の練習 

（c） 参加者が所在する場所の標準時を特に考慮した、リモート審問期日の開

始時刻と終了時刻 

（d） 証人又は仲裁廷に対し書面を提示する方法 

（e） 証人が口頭で証言を行う際に不当な影響を受ける、又は気を逸らされる

ことがないようにするための措置 

 

3. 仲裁廷は、常に、証拠調べ期日における完全なる指揮権を有する。仲裁廷

は、関連性がない、重要性がない、不合理な負担となる、重複する、又は
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第9.2条又は第9.3条に定める異議事由に該当すると考えるときは、証人へ

の質問、証人による回答又は証人の出席を制限又は排除することができる。

主尋問及び再主尋問における証人に対する質問は、合理的な理由なく誘導

するものであってはならない。 

 

4. 証拠調べ期日における証言に関しては、 

（a） 原則として、申立人が、申立人の証人に対し証人尋問を先に行い、その

後、被申立人が、被申立人の証人に対し証人尋問を行うものとする。 

（b） 主尋問の後で、他の当事者は、仲裁廷が決定する順番に従って、当該証

人に対し反対尋問を行うことができる。主尋問を行った当事者は、他の

当事者が行った反対尋問においてあらわれた事項について、再主尋問を

行う機会を有する。 

（c） 事実証人に対する尋問の後で、原則として、申立人が、申立人の当事者

選定専門家証人に対し証人尋問を先に行い、その後、被申立人が、被申

立人の当事者選定専門家証人に対し証人尋問を行うものとする。当事者

選定専門家証人に対し主尋問を行った当事者は、他の当事者が行った反

対尋問においてあらわれた事項について、再主尋問を行う機会を有する。 

（d） 仲裁廷は、仲裁廷選定専門家証人に対し尋問を行うことができるものと

し、当事者又は当事者選定専門家証人は、仲裁廷選定専門家証人に対し、

仲裁廷選定専門家証人意見書、当事者の提出物又は当事者選定専門家証

人意見書においてあらわれた事項について尋問することができる。 

（e） 仲裁手続が、争点又は段階（管轄、中間的判断、責任及び損害等）ごと

に行われるときは、当事者は争点又は段階ごとに証人尋問を行うことに

合意することができ、仲裁廷も争点又は段階ごとに証人尋問を行うこと

を命ずることができる。 

（f） 仲裁廷は、当事者の申立て又は職権により、証拠調べ手続の順序を変更

することができる。この変更には、特定の争点ごとに証言を行うことの

取決め（arrangement）又は証人が同時に質問を受け互いに対面する方法

（ウィットネス･カンファレンシング）を含む。 

（g） 仲裁廷は何時でも証人に対し尋問することができる。 

 

5. 証言を行う事実証人は、証言に先立ち、仲裁廷が適切であると判断する方

法により、同人が証拠調べ期日において真実を述べることを誓うことを初

めに確約しなければならず、専門家証人は、証言に先立ち、同人が証拠調

べ期日において述べる意見が真に自己の意見であることを初めに確約しな

ければならない。証人が、証人陳述書又は専門家証人意見書を提出してい

るときは、これらを確認（confirm）しなければならない。当事者が合意し

たとき又は仲裁廷が命ずるときは、証人陳述書又は専門家意見書をもって、

主尋問に代えることができるが、かかる場合においても、仲裁廷はさらな

る主尋問を許可することができる。 

 

6. 仲裁廷は、第9.2条及び第9.3条の定めに従い、何人に対しても、当該仲裁

事件と関連性を有しており、かつ当該仲裁事件の結果にとって重要である
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と考える事項について、口頭又は書面による証拠の提供を求めることがで

きる。当事者は、仲裁廷が呼び出して尋問を行った証人に対し、尋問する

ことができる。 

 

 

第9条 証拠の許容性及び証拠評価 

 

1. 仲裁廷が、証拠としての許容性、取調べの必要性及びその証明力について

判断をする。 

 

2. 仲裁廷は、当事者の申立て又は職権により（on its own motion）、以下の事

由があるときは、文書、陳述書、証言又は検証結果の全部又はその一部を

証拠又は提出物から排除しなければならない。 

(a) 当該仲裁事件との十分な関連性の欠如又は当該仲裁事件の結果にとって

の重要性の欠如 

(b) 仲裁廷が適用されると判断した法令若しくは倫理規則上の法的障碍

（legal impediment）又は秘匿特権（下記第9.4条参照） 

(c) 証拠の提出要求に応じることが不合理な負担となるとき 

(d) 文書の紛失又は毀損が合理的に示されたとき 

(e) 営業上又は技術上の秘密であるとの理由により、仲裁廷がやむを得ない

と判断したもの 

(f) 政治的にあるいは機関において特別にセンシティブ（政府又は公的国際

機関において秘密として扱われている証拠を含む。）であるとの理由に

より、仲裁廷がやむを得ないと判断したもの 

(g) 手続の経済性、均衡、当事者の公正又は公平の考慮により、仲裁廷がや

むを得ないと判断したもの 

 

3. 仲裁廷は、当事者の申立て又は職権により、違法に入手された証拠を排除

することができる。 

 

4. 第9.2(b)条に定める法的障碍又は秘匿特権について検討するにあたり、仲裁

廷が適用されると判断した強行規定又は倫理規則において認められている

限度で、仲裁廷は以下の事由を考慮することができる。 

(a) 法的助言を提供し又は得ることを目的とし、これに関連して作成された

文書、陳述書又は口頭でのコミュニケーションの秘密を保持する必要性 

(b) 和解交渉を目的とし、これに関連して作成された文書、陳述書又は口頭

でのコミュニケーションの秘密を保持する必要性 

(c) 法的障碍又は秘匿特権が発生したとされた時の当事者及び当事者のアド

バイザーの期待 

(d) 同意、既開示若しくは文書、陳述書、口頭でのコミュニケーション又は

これらに含まれている助言の積極的な使用（affirmative use）その他を理

由として、適用される法的障碍又は秘匿特権が放棄されている可能性 

(e) 当事者間の公正及び公平を維持する必要性。特に、当事者が従わなけれ
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ばならない法令又は倫理規則が異なるとき。 

 

5. 仲裁廷は、適切であるときは、適当な秘密保護を条件として、文書の提出、

及び証拠の提出又は検討を許可するための必要なアレンジメントを行うこ

とができる。 

 

6. 当事者が、文書提出要求に関し、適時に異議を申し立てず、かつ十分な説

明をしないで求められた文書を提出しなかったとき、又は仲裁廷が提出を

命じた文書を提出しなかったときは、仲裁廷は、当該文書が当該当事者に

とって不利益なものである（adverse to the interest of that Party）と推認する

ことができる。 

 

7. 当事者が、その他の関連証拠（証言を含む。）の提出要求に関し、適時に

異議を申し立てず、かつ十分な説明をしないで当該証拠を利用可能にしな

かったとき、又は仲裁廷が提供を命じた証拠（証言を含む。）を利用可能

にしなかったときは、仲裁廷は、当該証拠が当該当事者にとって不利益な

ものである（adverse to the interest of that Party）と推認することができる。 

 

8. 仲裁廷は、当事者が証拠手続において誠実な対応をしなかったと仲裁廷が

判断したときは、本規則上の他の措置に加え、仲裁費用（証拠調べ手続に

関連する費用を含む。）を割り当てるに際して当該事情を考慮することが

できる。 
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